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廃棄等費用積立ガイドライン改正案 新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

 

改 正 案 現   行 

第１章 

１．ガイドライン制定の趣旨・位置付け 

［略］ 

この廃棄等費用積立ガイドライン（以下「本ガイドライン」という。）は、

認定事業者又は買取義務者が、再エネ特措法及び再生可能エネルギー電気

の利用の促進に関する特別措置法施行規則（平成 24 年経済産業省令第 46

号。以下「再エネ特措法施行規則」という。）に基づく積立てに関する業務

を実施するに当たり、遵守が求められる事項について、それぞれの考え方

を記載したものである。本ガイドラインで遵守を求めている事項に違反し

た場合には、認定基準に適合しない事業として、再エネ特措法第 12条（指

導及び助言）、第 13条（改善命令）、第 15条（認定の取消し）、第 15条の

6（積立命令）、第 15条の 11第 1項（返還命令）に規定する措置が講じら

れることがあることに注意されたい。 

［略］ 

２．・３．［略］ 

 

第２章 廃棄等費用積立ての実施等 

第１節 外部積立ての方法 

１．FIT認定事業における外部積立ての方法 

(１) 積立金の額・単価 

［略］ 

［参考①］解体等積立基準額 

第１章 

１．ガイドライン制定の趣旨・位置付け 

［略］ 

この廃棄等費用積立ガイドライン（以下「本ガイドライン」という。）は、

認定事業者又は買取義務者が、再エネ特措法及び再生可能エネルギー電気

の利用の促進に関する特別措置法施行規則（平成 24 年経済産業省令第 46

号。以下「再エネ特措法施行規則」という。）に基づく積立てに関する業務

を実施するに当たり、遵守が求められる事項について、それぞれの考え方

を記載したものである。本ガイドラインで遵守を求めている事項に違反し

た場合には、認定基準に適合しない事業として、再エネ特措法第 12条（指

導及び助言）、第 13条（改善命令）、第 15条（認定の取消し）に規定する

措置が講じられることがあることに注意されたい。 

 

［略］ 

２．・３．［略］ 

 

第２章 廃棄等費用積立ての実施等 

第１節 外部積立ての方法 

１．FIT認定事業における外部積立ての方法 

(１) 積立金の額・単価 

［略］ 

［参考①］解体等積立基準額 
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［略］ 

２．FIP認定事業における外部積立ての方法 

(１) 積立金の額・単価 

［略］ 

［参考①］解体等積立基準額（再掲） 

 

 

 

［略］ 

２．FIP認定事業における外部積立ての方法 

(１) 積立金の額・単価 

［略］ 

［参考①］解体等積立基準額（再掲） 
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［略］ 

(２)～(４) ［略］ 

(５)一時調達契約の取扱い 

［略］ 

［参考①］解体等積立基準額（再掲） 

 

 

 

［略］ 

(２)～(４) ［略］ 

(５)一時調達契約の取扱い 

［略］ 

［参考①］解体等積立基準額（再掲） 
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［略］ 

 

第３節 内部積立て 

１．内部積立ての要件 

(１)～(２)２) ［略］ 

(２)３)【要件２③】について 

［略］ 

［参考⑨］廃棄等費用の想定額 

 

 

 

［略］ 

 

第３節 内部積立て 

１．内部積立ての要件 

(１)～(２)２) ［略］ 

(２)３)【要件２③】について 

［略］ 

［参考⑨］廃棄等費用の想定額 
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［略］ 

 

［略］ 

 

※ この他、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成 23年法律第 108号）並びに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措

置法施行規則（平成２４年経済産業省令第４６号）及び関係する経済産業省告示における規定等との記載の整合化、表現の適正化並びに巻末の付録に掲げる

主な関係法令等の改正等の所要の規定の整備を行う。 


